
平成２６年４月

○ 2001年 国連環境計画（UNEP）が地球規模の水銀汚染に係
る活動を開始。

○ 2009年2月 第25回UNEP管理理事会（GC25）において、2010
年に交渉を開始し、2013年までの条約採択を目指す旨合意。

○ 2010年6月 第1回政府間交渉委員会（INC1）が開催され、そ
の後2013年までに5回のINCを開催。

○ 2013年1月第5回政府間交渉委員会（INC5）において、「水銀
に関する水俣条約」条約条文案に合意。名称を「水銀に関する
水俣条約」とすることが決定。

○ 2013年10月「水銀に関する水俣条約外交会議」を熊本
市及び水俣市で開催。

60か国以上の閣僚級を含む139か国・地域から1,000人以上
が出席。

水銀に関する水俣条約を全会一致で採択し、署名を開始。
外交会議期間中に92カ国・地域が条約に署名。
（その後、米国が条約に署名・締結。2014年4月現在、署名
97カ国、締結1カ国）

１．採択までの経緯

水銀に関する水俣条約の概要
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○ 前文に，水銀のリスクに対する認識や国際的な水銀対策の
推進の必要性，水銀対策を進める際の基本的な考え方の他，
水俣病の教訓として，水銀汚染が人の健康及び環境に及ぼす
深刻な影響，水銀の適切な管理の確保の必要性及び将来の公
害の再発防止等について記載。

○ 水銀の人為的な排出及び放出からの人の健康及び環境を
保護することを目的とする（第１条）。

○ 鉱山からの水銀産出について，条約発効後の新規鉱山開
発を禁止。既存の鉱山からの採掘については条約発効から15
年後に禁止。（第３条）

○ 水銀の貿易について，条約上認められた用途や環境上適
正な暫定的保管を目的とするもの以外を禁止。輸入国の事前同
意に関する制度を導入。（第３条）

○ 水銀添加製品については，附属書に定める段階的廃止期
限の後，電池，一定含有量以上の照明器具，体温計，血圧計等
の水銀添加製品の製造・輸出入を禁止（第４条）。クロルアルカ
リ製造，アセトアルデヒド製造等の水銀を使用する製造工程に
おいても，段階的廃止期限の後水銀の使用を禁止・制限（第５
条）。

○ 零細及び小規模の金の採掘及び加工における水銀の使用，
排出・放出を削減（第７条）。

２．条約の主な内容 ※日本語については仮訳文に準じている
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２．条約の主な内容（続き）

○ 大気への排出について，石炭火力発電所，非鉄金属精錬施
設等を対象とし，利用可能な最良の技術及び環境のための最良
の慣行の利用等により排出を規制する（第８条）。水・土壌への放
出については，発生源を特定し，放出を規制するための措置を
実施する（第９条）。

○ 水銀の暫定的保管，水銀廃棄物管理，汚染された場所の対
策については，環境上適正に実施（第１０条～第１２条）。

○ 途上国への資金援助，途上国の能力形成・技術支援・技術
移転を実施。ＧＥＦ（地球環境基金）信託基金を主たる資金メカニ
ズムに，能力形成，技術支援を支援する国際プログラムを補完
的なメカニズムに位置付け。（第１３条及び第１４条）

○ その他，健康面の対策（第１６条），実施及び遵守に関する委
員会の設立（第１５条）。

○ ５０か国・地域が締結してから９０日後に発効（第３１条）。
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３．条約発効に向けた取組

○ 条約発効後1年以内に締約国会議第1回会合（COP1）が開催。
○ UNEP事務局は、2013年10月の外交会議において、今後

2～3年以内の条約発効を目指す旨、発言。


